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●と　き

　平成29年１月21日、２月11日、18日、25日、

　３月４日（各土曜日　全５回）

　午前10時～正午

　※２月25日は午後１時30分～３時30分

●ところ　勤労福祉会館

　※２月25日は県営東浦住宅集会所

●内　容

・第１回…地域日本語教室に求められること

・第２回…地域日本語教室で

　　　　　「日本語」を扱うために

・第３回…地域日本語教室に参加するために

・第４回…地域日本語教室の見学・体験

・第５回…ふりかえり・まとめ

※全過程を受講した方には修了証を交付

●対　象

　日本語を教えるボランティアに興味がある方

※高校生以上の方で、外国語能力は不問

　（外国語が話せない方もたくさん活躍中！）

※外国人の場合、講座内容を理解でき、日本語

を教えるのに十分な日本語能力のある方

●定　員　15名（先着順）

●講　師

　名古屋学院大学　留学生別科

　非常勤講師　梶
かじわら

原　彩
あやこ

子氏

●コーディネーター

　名古屋外国語大学　外国語学部

　非常勤講師

　町日本語ボランティア『にほんごひろば』

　日本語教育コーディネーター　松
まつもと

本 美
み き

紀氏

●受講料　無料

●主　催　町

●受　託

　町日本語ボランティア『にほんごひろば』

●託　児

　要相談。希望者は平成29年１月10日（火）まで

に問い合わせ先へ

●申し込み

12月22日（木）～平成29年１月13日（金）に申込用

紙をファックス、郵送（消印有効）、メールまた

は直接問い合わせ先へ

※申込用紙は協働推進課で配布または町ホーム

ページからダウンロード可

●問い合わせ

　協働推進課　内線２９５

　 ８３－９７５６

　 〒470-2192（住所不要）協働推進課

　 kyoudou@town.aichi-higashiura.lg.jp

日本語の教え方の基礎講座（実践コース）

　国民健康保険の方が社会保険に加入した場合、

原則、社会保険加入日から14日以内に、ご自身で

国民健康保険喪失手続きを行う必要があります。

　もし、喪失手続きをしていない場合、社会保険

加入後も国民健康保険税が引き続き請求されます。

　また、誤った保険証を使用して医療機関などに

かかった場合、その分の医療費の一部を返還して

いただくこともあります。

　喪失手続きをすれば、社会保険の加入日時点に

　って国民健康保険税の清算をします。手続きが

お済みでない方は、役場保険医療課へお越しくだ

さい。

●持ち物

・国民健康保険の保険証

・社会保険の保険証

・印鑑（認印）

・個人番号カードまたは通知カード

●問い合わせ　保険医療課　内線１５９

国民健康保険から社会保険に加入する方へ

課 内線


